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「消防活動阻害物質」の調査結果及び対応について 

 

１ 調査対象物質（資料Ⅱ－３－２） 

 「薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会」（事務局：厚生労働省）において、毒物・

劇物の指定又は除外が妥当であるとの結論に達し、毒物及び劇物指定令の一部改正

が行われた物質は４物質であった。（参考Ⅱ－３） 
当該４物質について、前回の検討会で決定した「消防活動阻害物質の調査方法」

に基づき調査を行った。 
 

２ 調査結果 

  ４物質について調査した結果を表Ⅱ－３－１に示す。各物質への対応については、

次のとおりである。 

 ⑴ 対応不要の物質 

   消防活動阻害物質として指定されていない物質 

   劇物から除外された№４の物質については、いずれも現に消防活動阻害物質と

して指定されていない。このことから、消防活動阻害物質からの除外について対

応は要さない。 

 

 ⑵ 消防活動阻害物質の可能性のある物質 

  ア ［（２－カルボキシラトフェニル）チオ］（エチル）水銀ナトリウム０．１％

以下を含有する製剤 

    №１の［（２－カルボキシラトフェニル）チオ］（エチル）水銀ナトリウム（別

名チメロサール）０．１％以下を含有する製剤は、消防法危険物に該当せず、

消防活動阻害性を有している可能性がある。 

  イ ２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝（Ｚ）－（１ＲＳ，

３ＲＳ）－３－（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）

－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート１．５％以下を含有する

製剤 

    №２の２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝（Ｚ）－（１

ＲＳ，３ＲＳ）－３－（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペ

ニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリ

ン）１．５％以下を含有する製剤は、消防法危険物に該当せず、消防活動阻害

性を有している可能性がある。 
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ウ ４－メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤（ただし、４－メチ

ルベンゼンスルホン酸５％以下を含有するものを除く。） 

    №３の４－メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤（ただし、４

－メチルベンゼンスルホン酸５％以下を含有するものを除く。）は、消防法危

険物に該当せず、消防活動阻害性を有している可能性がある。 

   

 ⑶ 対応を要する物質 

   流通量及び入手容易性等を考慮し、上記⑵ア（［（２－カルボキシラトフェニル）

チオ］（エチル）水銀ナトリウム（別名チメロサール）０．１％以下を含有する

製剤）及びウ（４－メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤（ただし、

４－メチルベンゼンスルホン酸５％以下を含有するものを除く。））について消防

活動阻害物質への指定について更なる調査を要する。 
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表Ⅱ－３－１ 消防活動阻害物質の調査結果 

 

区分 № 物 質 名 対 応 の 要 否 

劇

物

に

指

定 

１ 

［（２－カルボキシラトフェニル）チオ］（エチル）水銀

ナトリウム（別名チメロサール）０．１％以下を含有す

る製剤 

要（非危険物・阻害性有り） 

２ 

２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル

＝（Ｚ）－（１ＲＳ，３ＲＳ）－３－（２－クロロ－３，

３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）－２，２－ジ

メチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルト

リン）１．５％以下を含有する製剤 

要（非危険物・阻害性有り） 

３ 

４－メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製

剤（ただし、４－メチルベンゼ 

ンスルホン酸５％以下を含有するものを除く。） 

要（非危険物・阻害性有り） 

劇
物

か
ら
除
外 

４ 

ビス（２－メチルプロピル）＝３，３′－［エタン－１，２－ジイ

ルビス（オキシエタン－２，１－ジイルスルフアンジイル－４，

１－フエニレン）］ビス（２－シアノプロパ－２－エノアート）及

びこれを含有する製剤 

否（未指定物質のため） 

 


